
　

下
水
道
が
新
た
に
整
備
さ
れ
た

区
域
に
つ
い
て
、
供
用
開
始
の
告

示
を
行
い
ま
し
た
。

　

こ
の
た
め
、
区
域
内
に
あ
る
建

物
の
所
有
者
等
は
、
供
用
開
始
の

日
か
ら
６
カ
月
以
内
に
生
活
排
水

や
浄
化
槽
等
の
汚
水
を
下
水
道
に

接
続
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
く
み
取
り
便
所
は
、
供

用
開
始
の
日
か
ら
３
年
以
内
に
水

洗
便
所
へ
改
造
し
、
下
水
道
に
接

続
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

■
排
水
設
備
な
ど
の
工
事

　

排
水
設
備
な
ど
の
工
事
は
、
市

の
指
定
工
事
店
で
行
う
こ
と
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
工
事
を

行
わ
れ
る
方
は
、
指
定
工
事
店
へ

申
し
込
み
、
工
事
内
容
や
日
程
な

ど
に
つ
い
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

指
定
工
事
店
が
わ
か
ら
な
い
場

合
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

○
市
庁
舎
本
館
下
水
道
業
務
課

　

下
水
道
業
務
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
２
４

○
東
予
総
合
支
所
建
設
管
理
課

　

上
下
水
道
係

　　

く
み
取
り
便
所
を
水
洗
便
所
に

改
造
す
る
工
事
や
浄
化
槽
を
廃
止

し
て
下
水
道
に
接
続
す
る
工
事
に

対
し
、
市
で
は
資
金
の
融
資
を

あ
っ
せ
ん
し
て
い
ま
す
。

■
融
資
の
対
象
者

○
自
己
資
金
に
よ
る
改
造
が
困
難

　

で
あ
る
こ
と

○
市
税
、
受
益
者
負
担
金
、
分
担

　

金
な
ど
の
滞
納
が
な
い
こ
と

○
下
水
道
供
用
開
始
日
か
ら
３
年

　

以
内
に
行
う
工
事
で
あ
る
こ
と

○
申
請
者
と
生
計
が
別
で
、
市
内

　

に
住
所
を
有
す
る
連
帯
保
証
人

　

が
い
る
こ
と

■
融
資
限
度
額

○
く
み
取
り
便
所
の
場
合

　

改
造
工
事
１
件
に
つ
き
40
万
円

○
浄
化
槽
の
場
合

　

改
造
工
事
１
件
に
つ
き
30
万
円

■
利
息　

市
が
負
担
し
ま
す
。　

■
償
還
方
法　

貸
付
け
の
翌
月
か

ら
、
改
造
工
事
１
件
に
つ
き
毎
月

１
万
円
ず
つ
償
還

■
問
合
せ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
市
庁
舎
本
館
下
水
道
業
務
課　

　

下
水
道
業
務
係　
　
　
　
　
　

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
２
４

○
東
予
総
合
支
所
建
設
管
理
課　

　

上
下
水
道
係　
　
　
　
　
　
　
　

　

下
水
道
の
使
用
料
を
使
用
（
世

帯
）
人
数
で
算
定
し
て
い
る
家
庭

で
、
世
帯
人
数
に
変
更
が
生
じ
た

場
合
は
、
必
ず
担
当
課
へ
届
出
を

し
て
く
だ
さ
い
。

■
長
期
不
在
者
が
い
る
場
合

　

使
用
人
数
で
算
定
し
て
い
る
家

庭
で
、
市
外
へ
の
就
学
や
入
院
・

施
設
入
所
等
で
長
期
に
わ
た
っ
て

不
在
の
世
帯
員
が
い
る
場
合
は
、

担
当
課
へ
の
届
出
後
か
ら
不
在
し

て
い
る
人
数
分
を
差
し
引
い
て
算

定
し
ま
す
。

　

届
出
に
は
次
の
よ
う
な
事
実
を

証
明
す
る
書
類
が
必
要
で
す
。

○
就
学

　

在
学
証
明
書
ま
た
は
学
生
証
の

　

写
し

○
長
期
入
院

　

医
師
の
診
断
書
ま
た
は
領
収
書

○
施
設
入
所

　

入
所
証
明
書
ま
た
は
領
収
書

○
就
業
者

　

勤
務
証
明
書

■
問
合
せ

○
市
庁
舎
本
館
下
水
道
業
務
課

　

下
水
道
業
務
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
２
４

○
東
予
総
合
支
所
建
設
管
理
課

　

上
下
水
道
係

　

ス
プ
レ
ー
缶
や
カ
セ
ッ
ト
式
ガ

ス
ボ
ン
ベ
は
、
穴
を
開
け
て
も
え

な
い
ご
み
で
収
集
し
て
い
ま
し
た

が
、
穴
を
開
け
ず
に
も
え
な
い
ご

み
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス

が
多
く
、
そ
の
た
め
、
道
前
ク
リ

ー
ン
セ
ン
タ
ー
内
な
ど
で
爆
発
事

故
が
何
度
も
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
事
故
を
防
ぐ
た
め
、

４
月
か
ら
は
、
ス
プ
レ
ー
缶
な
ど

は
、
ガ
ラ
ス
び
ん
や
ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
と
同
様
に
分
別
収
集
に
切
り
替

え
、
ガ
ラ
ス
び
ん
や
ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
と
同
じ
日
に
収
集
す
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

　

出
し
方
は
今
ま
で
と
同
様
に
必

ず
大
き
な
穴
を
開
け
、
ガ
ス
を
抜

い
て
か
ら
出
す
よ
う
、
ル
ー
ル
を

守
っ
て
正
し
く
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

容
器
に
つ
い
て
は
、
ガ
ラ
ス
び

ん
を
入
れ
る
キ
ャ
リ
ー
と
は
別
に
、

ス
プ
レ
ー
缶
な
ど
を
入
れ
る
専
用

キ
ャ
リ
ー
を
用
意
し
て
お
り
ま
す
。

■
問
合
せ

○
市
庁
舎
別
館
環
境
衛
生
課　
　

　

廃
棄
物
対
策
係　
　
　
　
　
　

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
３
３
８

○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課　
　

　

生
活
環
境
係
（
東
予
）

　

市
民
福
祉
係
（
丹
原
・
小
松
）

ス
プ
レ
ー
缶
の
出
し
方
が

変
わ
り
ま
す

■下水道供用開始区域
玉津、川北、森戸、横黒下、中土居　各一部区域

上小川、中町小川、朝日町、地蔵原、新玉通、沢、明神木、
岸陰　各一部区域

北組、東原、中西、楠、宵の原　各一部区域

山口、半田、西原　各一部区域

北浜南、北新田　各一部区域

下喜多川北、八丁、上神拝、古川　各一部区域

禎瑞上、禎瑞下　各一部区域
楢木東、西泉西、西泉東、西田、野々市西、野々市東、
坂元　各一部区域

周布の一部区域

大久保、宮の下、末永、久保　各一部区域

三芳の一部区域

玉　津

飯　岡

神　拝

西　条

大　町

神　戸

禎　瑞

橘

氷　見

周　布

北条、三津屋　各一部区域多　賀

壬生川の一部区域壬生川

桑村の一部区域国　安

三　芳

今井、願連寺　各一部区域丹　原

下
水
道
の
供
用
開
始
区
域
が

決
定
し
ま
し
た

水
洗
便
所
改
造
資
金
の

融
資
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

下
水
道
使
用
人
数
が
変
更
し
た

場
合
は
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
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